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　「群馬県地球温暖化防止条例」に基づき、平成

23年度以降の県内及び県庁内における温暖化対

策を総合的かつ計画的に推進するため、平成22

年度に「群馬県地球温暖化対策実行計画」を策定

しました。

　計画期間は、平成32年までの10年間ですが、

東日本大震災後のエネルギー・社会情勢の変化を

踏まえ、平成27年３月に改定しました。

（１）県内全体の計画（区域施策編）

ア　目標と指標

　ａ　温室効果ガスの削減目標

　平成32年度における温室効果ガスの排出

量を、平成19年度比で14％削減する（うち

森林吸収対策により６％削減）。

　ｂ　部門別の主な指標

　計画の進捗状況を把握する部門別の主な指

標は表2－1－1－1のとおりです。

イ　主要施策

　将来の「豊かな低炭素社会」の実現に向けた

具体的な取組を示しています。

　・省エネルギー対策

　・省資源対策

　・新たなエネルギーの創出

　・森林による二酸化炭素吸収

　・技術革新の促進

　・県民意識の醸成

ウ　推進体制

２　　「群馬県地球温暖化対策実行計画」の推進　【環境エネルギー課】

　地球温暖化問題に対する県の姿勢を明らかにす

るとともに、県、事業者、県民の責務を明確にす

ることにより、事業者・県民の自主的かつ積極的

な温暖化対策を促進して温室効果ガス排出抑制の

実効を上げるため、平成21年10月に「群馬県地

球温暖化防止条例」を制定し、平成22年４月１

日から施行しました。

　この条例では、一定規模以上の事業者に温室効

果ガスの排出を抑制するための計画を毎年度提出

することを義務付け、その結果を公表することと

しています。平成28年度は「温室効果ガス排出

削減計画」などに基づき約400の事業者（延べ数）

から提出がありました。

　また、29年度は、計画の提出義務がある事業

者のうち12事業者の事業所に対し指導・助言を

行い、温室効果ガス排出抑制に向けた取組状況の

確認を行いました。

　温室効果ガスの排出抑制は、東日本大震災の影

響などにより、今後も厳しい状況が続くと予想さ

れますが、計画書の提出・公表制度などを通じ、

条例の目的を達成できるよう取組を進めていきま

す。

  第１節　温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の実現

第１項　温室効果ガス排出の計画的削減
１　　「群馬県地球温暖化防止条例」の着実な運用　【環境エネルギー課】

第１章　地球温暖化の防止

〈主な指標と最新実績〉

県内温室効果ガス排出量（平成27年度） 18,151千トン

環境ＧＳ認定等事業者数（平成30年３月末現在）

・環境ＧＳ認定事業者数 2,539事業者

・県内のエコアクション21認証・登録者数 233事業者

・県内のISO14001認証取得者数 358事業者

ＬＥＤ信号機の整備率 約56.3％
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　「群馬県地球温暖化対策推進会議」（県民・事

業者・各種団体・市町村などで構成）を本計画

の推進組織とし、各構成員の連携による計画の

普及・推進を図り、目標の達成を目指します。

　計画の推進体制として、ＰＤＣＡサイクルを

導入し、部門ごとの主な指標について毎年度点

検するとともに翌年度以降の取組に反映させます。

エ　県内温室効果ガス排出状況

　県内温室効果ガス排出量は表2－1－1－2の

とおりです。平成27年度（最新データ）の県内

温室効果ガス排出量は18,151千ｔとなり、前

年度に比べ4.0％減少しました。これは、電力

消費量の減少等が主な原因で、更に電気1kWh

を発電する際に排出される二酸化炭素量（電力

排出係数）が下降したことも要因になりました。

　なお、基準年の平成19年度との対比では、

9.7％の減少となります。

表2－1－1－1　部門別の主な指標

部門 指標 単位
基準
年度

現在
（基準年度比）

削減目標
（基準年度比）

19年度 28年度 32年度

産業
製造業の付加価値額当たりのエネルギー消
費量　※1

GJ/百万円 24.6 18.5 （▲25%） 18.5 （▲25%）

環境ＧＳ認定等事業者数 事業者 905 3,133 5,000 

業務
床面積当たりのエネルギー消費量　※1 GJ/㎡ 1.89 1.45 （▲23%） 1.45 （▲23%）
（再掲）環境ＧＳ認定等事業者数 事業者 905 3,133 5,000 

家庭
家庭１世帯当たりのエネルギー消費量 ※2 GJ/年 46 － 40 （▲12%）
住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 9.2 15 

運輸
自動車保有台数に占める次世代自動車の普
及率

％ 0.7 14.0 20 

自動車１台当たりのガソリン消費量 リットル 832 561 （▲33%） 541 （▲35%）

廃棄物
県民１人当たりのごみの排出量 g/日 1,153 1,005 （▲13%） 890 （▲23%）
リサイクル率 ％ 16.1 15.7 25 

再生可能
エネルギー

新エネルギー自給率　※2 ％ 0.4 － 15 
（再掲）住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 9.2 15 

※1：付加価値額当たりのエネルギー消費量及び床面積当たりのエネルギー消費量は、平成27年度数値とする。

※2：平成28年度以降の数値については、電力販売量データの提供が得られないため代替方法を検討中。

表2－1－1－2　県内温室効果ガス排出量 （単位：千t）

 年度
区分

19 22 23 24 25 26
27

排出量
対前年度比
（％）

対H19年度比
（％）

二酸化炭素（CO2）計 17,655 15,899 17,007 17,544 17,482 17,713 16,894 ▲ 4.6 ▲ 4.3
エネルギー起源計 17,219 15,518 16,581 17,164 17,105 17,296 16,435 ▲ 5.0 ▲ 4.6
産業部門 6,348 5,185 6,024 6,015 5,776 6,683 6,400 ▲ 4.2  0.8
業務部門 2,860 2,582 2,754 2,944 3,170 2,765 2,441 ▲ 11.7 ▲ 14.6
家庭部門 2,762 2,664 2,814 3,186 3,120 2,837 2,907  2.5  5.2
運輸部門 5,079 4,916 4,818 4,848 4,868 4,840 4,516 ▲ 6.7 ▲ 11.1
その他　※ 171 171 171 171 171 171 171  －  －

廃棄物部門 436 381 425 381 378 417 460  10.3  5.4
メタン（CH4）　※ 363 363 363 363 363 363 363  －  －
一酸化二窒素（N2O）　※ 677 677 677 677 677 677 677  －  －
ハイドロフルオロカーボン
（HFC）

94 85 80 88 78 73 72 ▲ 1.8 ▲ 23.8

パーフルオロカーボン
（PFC）

268 80 70 45 36 44 49  11.4 ▲ 81.7

六ふっ化硫黄（SF6） 1,045 121 114 122 64 47 96  105.5 ▲ 90.8
温室効果ガス総計 20,102 17,225 18,312 18,840 18,699 18,916 18,151 ▲ 4.0 ▲ 9.7
※二酸化炭素のその他、メタン、一酸化二窒素は平成19年の数値に固定しています。
※各数値で端数を四捨五入しているため、合計が合算値とならない場合があります。

地
球
温
暖
化
の

防
止　
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図2－1－1－1　推進体制

知事部局
企業局

企画会議省エネ推進部会〈事務局〉総務課・管財課・環境エネルギー課

病院局
教育委員会

警察

エネルギー管理統括者
（総務部長）

各主管課

施設管理者

各所属
（推進マネージャ－、推進リーダー）

エネルギー管理企画推進者
（環境エネルギー課）

企画会議省エネ推進部会

（1）概要

　県自らが、事業者として温室効果ガスの排出を

抑制するため、平成32年度（2020年度）におけ

る県有施設の温室効果ガスの総排出量を、平成

19年度（2007年度）比で11％削減することを

目標としています。

　本計画を運用し、「エネルギーの使用の合理化等に

関する法律」に基づくエネルギー管理推進体制を通

じて全庁的な取組を推進します（図2－1－1－1）。

　取組の実施状況については、PDCAサイクルを

導入し、毎年度点検するとともに改善を行います。

取組結果については公表します。

（2）取組状況

　毎年各所属ごとにａ：公用車使用に係るエネル

ギー使用量・走行距離実績、ｂ：庁舎、施設・設

備に係るエネルギー使用量・温室効果ガス排出活

動量を報告、ｃ：温室効果ガス排出削減のための

行動計画を策定し、各所属で設定した削減目標に

向けて温室効果ガス排出活動量の削減を目指して

います。

　平成28年度の温室効果ガス排出量実績は表2－

1－1－3のとおりです。

３　　「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の実施　【環境エネルギー課】

　気候変動の影響への適応策とは、地球温暖化に伴う私たちの生活に及ぼす影響へ適応するための取組を

いいます。

　国連気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第５次評価報告書によると、将来、温室効果ガスの

削減を進めても、過去に排出した温室効果ガスの大気中への蓄積があるため世界の平均気温は上昇し、21

世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが高くなると予測されています。我が国においても、気温上昇や

大雨の頻度の増加、高温による農作物被害など、気候変動の影響がすでに顕在化しています。年平均気温

では、100年あたり1.14℃上昇、日降水量100㎖以上の日数が増加傾向となっています。将来的にも、

さらなる気温上昇やそれに伴う自然災害、農作物被害、健康被害などの多様な影響が生じる可能性があり

ます。

　このような気候変動による様々な影響に対処するため、原因となる温室効果ガスの排出を抑制する取組

を行う「緩和策」を推進する一方で、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して自然

や人間社会のあり方を調整する取組を行う「適応策」を進めることが求められています。

気候変動適応策についてコラム
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表2－1－1－3　県有施設における温室効果ガス排出量 （単位：t-CO2）

表2－1－1－4　県有施設における温室効果ガス排出量の５年の推移 （単位：t-CO2）

平成19年度
（排出量）

目標値
平成19年度
比11％削減

平成28年度

（排出量） 対平成19年度比

温室効果ガス総排出量 132,294 117,742 127,390 96.3%

年度 24 25 26 27 28

温室効果ガス総排出量 141,448 139,499 131,616 129,297 127,390

（    ）

１　　環境ＧＳ（Gunma Standard）認定制度の運営及び認定事業者への支援　【環境エネルギー課】

　地球温暖化防止に向けた事業者の自主的な取組

を促進するため、自社の環境マネジメントシステ

ム～計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、見

直し（Action）～を整備し、これを組織的に運用

する事業者を群馬県が「環境ＧＳ認定事業者」と

して認定し、支援する制度です。

　平成18年度から認定を開始し、2,539の事業

者を認定しています。

（1）特徴

・ 申請書を県に提出した時点から、認定の対象と

なります。

・ 無理なく取り組めるよう、簡易な内容となって

います。

・費用は無料です。

・ 参加は事業所単位で、業種等による制限はあり

ません。ISOやエコアクション21の取得事業

者も参加可能です。

（2）申請期間　年間随時

（3）認定事業者になると

　●　認定書、ステッカーが交付されます。

　●　事業者名と取組内容が公表されます。

　●　県や民間事業者から支援等が受けられます。

　・広報紙等による情報提供（無料）

　・研修会・セミナーの開催（無料）

　・環境ＧＳ推進員の派遣（無料）

　・省エネ診断員の派遣（無料）

　・企業のエコドライブ支援（無料）

　・環境ＧＳ企業エコ改修資金の貸付

　・民間金融機関からの融資等

第２項　省エネルギー対策の推進

表2－1－1－5　環境GS事業者認定状況（平成30年３月31日現在）

表2－1－1－6　環境GS認定事業者数の推移（各年度末）
図2－1－1－2　環境GS認定制度　取組全体の流れ

事業者の内訳 件数

業
種
別

農林水産業・鉱業 15
製造業 374
建設・設備・廃棄物処理業等 599
商業・金融・サービス業等 1,387
運輸業 164

規
模
別

     1～    9人　 951
     10～  99人　 1,383
　　100～ 499人　 169
　500人～　　　   36

計 2,539

年度 認定事業者数
25 1,976
26 2,040
27 2,273
28 2,486
29 2,539
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　温暖化防止行動が、ライフスタイルとして定着

した低炭素社会の実現を目指し、各家庭で取り組

める温暖化防止行動 ｢ぐんまエコスタイル｣ の普

及推進に取り組んでいます。

（1）出前講座（講師の派遣）

ア　趣旨・目的

　公民館や自治会などの身近な場所で、ほかの

イベントとの併催や平日夕方・休日など集まり

やすい時間に出前講座を行い、家庭でできる温

暖化防止行動などについて広く普及啓発を図り

ました。

イ　実施回数

　44回

ウ　啓発リーフレット

　リーフレット「環境にやさしい生活始めませ

んか」を使って、家庭で取り組みやすい温暖化

防止行動を説明しました。

（2）ぐんまクールシェア2017

ア　趣旨・目的

　夏の暑い日、家庭のエアコンを止め、みんな

で涼しく過ごせる施設や場所に出かけることで、

社会全体としての節電・省エネを図るものです。

イ　実施期間

　平成29年７月１日から平成29年８月31日

ウ　対象施設

　公共施設（公民館・図書館・博物館・美術

館・公園等）や民間施設（ショッピングセンター、

デパート、飲食店等）

　参加数　221施設

エ　実施方法

　ポスター、パンフレット等を配布するほか、

施設情報は、県ホームページとウェブ上の環境

省クールシェア特設サイトにリンクした群馬県

版シェアマップを作成し公開しました。

２　　ぐんまエコスタイル推進　【環境エネルギー課】

表2－1－1－7　出前講座の実施状況

年度 25 26 27 28 29
件数 53 44 25 37 44
受講人数 1,016 1,312 615 794 841

　県自らが率先して二酸化炭素などの温室効果ガ

スの排出削減を進めるため、大規模施設に対する

ESCO事業*１の導入や庁舎照明設備の高効率化

などの省エネ改修を推進するとともに、管理標準*２

に基づくエネルギーの適正管理や行動計画による

職員の省エネ行動の徹底を図っています。

　また、東日本大震災以降は、電力不足に対する

夏の節電対策として、使用最大電力の削減に取り

組んでいます。

（1）ESCO事業導入の推進

　平成20年度及び平成21年度に、一定規模の県

有施設９施設に対してESCO事業導入可能性調

査を実施し、その中から総合交通センターと生涯

学習センターにESCO事業を導入しました。

　平成25年度は自然史博物館にESCO事業が導

入されています。

（2）管理標準に基づくエネルギーの適正管理

　平成22年度から各県有施設ごとの管理標準を整

備するとともに、エネルギー原単位*３削減の５か

年の中期目標と単年度目標を設定しています。

（3）職員の省エネ行動の徹底

　毎年、各所属ごとに省エネルギーの取組に関す

る行動計画を作成しています。

３　　公共施設の省エネルギー化の推進　【環境エネルギー課】　

＊１ ESCO事業 :民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、設計、施工、運転・維持管理、資金調達などを含めた包括的なサービス
のことです。省エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約であることが最大の特徴です。

＊２ 管理標準：エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」を
いいます。

＊３ エネルギー原単位：生産量や売上高など単位あたりのエネルギー使用量のことで、エネルギーに関する効率を表す指標になります。庁舎にお
いては一般的に、延床面積1㎡あたりのエネルギー使用量が用いられます。

ぐんまクールシェア2017ロゴマーク
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光熱水費

返
済
分

光熱水費

ＥＳＣＯ事業
契約中

ＥＳＣＯ事業
実施前

契約期間
終了後

金利

初期投資

ＥＳＣＯ事業者の利益

光熱水費

ビルオーナーの利益

ビルオーナー
の利益

４月

電力量
（千kWh）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

図2－1－1－3　ESCO事業の概念 図2－1－1－4　電力使用量（平成29年度実績）

　各所属の取組状況を年１回（年度末）にチェッ

クし、省エネ行動の徹底を図っています。

（4）省エネ・節電対策の取組

　平成28年度から特に電力需要が高くなる夏期

及び冬期において、省エネ・節電を徹底し、県有

施設全体の電力使用量を対前年度比で1％削減す

ることを目標に、各県有施設ごとに省エネ・節電

行動計画を作成し、重点的に省エネ・節電対策を

実施しました（図2－1－1－4）。

　標準的な庁舎における主な取組内容は次のとお

りです。

・執務エリアの照明を常時1/2程度間引く。

・ 温度管理をきめ細かく行い、冷房は28℃とす

る。

・ 繁忙期を除き、コピー機、プリンターの使用を

1/2とする。

　県は、人口増加時代のまちづくりの考え方や方

法を見直して、持続可能な都市構造への転換を目

指し、鉄道やバスなど、公共交通の利用が可能と

なる「まちのまとまり」を意識したまちづくり施

策を行うため、「ぐんま“まちづくり”ビジョン」

を平成24年９月に策定しました。

　また、「ぐんま“まちづくり”ビジョン」の考え方

を実現するため、以下のような取組を行っています。

（1） アクションプログラムによるまちづくりを支援

　県は「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を実現

化する市町村の計画づくり（アクションプログラ

ム策定）を支援するとともに、広域的に有効な取

組の支援を行います。また、市町村が策定するア

クションプログラム（中心市街地の再生、公共交

通のあり方、高齢者住宅対策、公共施設の再配置、

土地利用規制のあり方、地域コミュニティのあり

方等）に基づき、県と市町村で協力・連携して取

組を進めます。

　平成29年度末現在、７市町においてアクショ

ンプログラムが策定・公表され、４市において策

定中となっています。

（2）群馬県交通まちづくり戦略の推進

　「ぐんま“まちづくり”ビジョン」が掲げる「人

口減少局面でもぐんまらしい持続可能なまちづく

り」を実現するためには、既存のまちのまとまり

を維持し、それらを公共交通でつなげることが重

要になることから、平成27･28年度に実施した

パーソントリップ調査の分析結果をもとに、平成

30年３月に「群馬県交通まちづくり戦略」を策

定し、「地域的な暮らしの足の確保」「基幹公共交

通軸の強化・快適化」「まちのまとまりの形成」

を基本方針として施策を推進していきます。

４　　都市機能集約・「まちのまとまり」維持　【都市計画課】

　住宅の省エネルギー対策については、単にエネ

ルギーの使用を抑制するだけではなく、居住性の

向上を図り、併せてライフサイクルコストの軽減

を図るものでなくてはなりません。住宅の省エネ

ルギー化に関する国の支援や、建築物を総合的な

環境性能で評価する手法の導入など、さまざまな

５　　住宅の省エネルギー化の推進　【住宅政策課】
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　平成27年７月に「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律」が公布され、平成29年

４月から住宅・建築物のエネルギー対策の強化が

図られました。県では、住宅・建築物の省エネル

ギー対策を推進しており、その一環として、環境

対応型県営住宅の整備を推進しています。

　具体的には次のとおりです。

①省エネルギー基準の強化

　新築の県営住宅の断熱性能について、省エネ

ルギー基準の最上位である「等級４」を満たす

ことを義務付けます。また、県営住宅を改善す

る場合は、新築同様の基準に近付けるよう努力

します。

　平成29年度は、広瀬第二県営住宅D棟、中

居県営住宅C棟、中尾県営住宅Q棟で、外皮

の断熱性能を向上させる改修を実施しました。

②再生可能エネルギーの導入

　電力供給対策として、太陽光等の再生可能エ

ネルギーによる発電設備の導入に努めます。

　道路には、通行空間や交通の状況を的確に把握

し、安全と円滑な利用を図るために道路照明を設

置してあります。そのうち、県で管理している照

明は、約１万灯ありますが、消費電力の削減や長

寿命化を図り、適正かつ効率的な維持管理を計画

に基づいて実施していく必要があります。

　そこで、平成24年度に実施した点検結果に基

づき、老朽した照明柱の更新や照明灯具の耐用年

数を考慮した更新を計画的に実施しています。

　平成30年度からは、平成29年度に実施した定

期点検結果により見直しを行った「群馬県道路施

設長寿命化計画」に基づき、必要な時に的確な補

修を実施するとともに、劣化しやすい箇所を新設

時から補強することで、施設自体を長持ちさせま

す。

　また、LED照明への交換により電気代も含め

て最小なコストとなるように、管理･更新を計画

的に進めていきます。

　LED式の信号灯器は、電球式に比べて６分の

１程度の電力消費量であり、省エネルギー対策に

寄与します。また、視認性の向上及び疑似点灯の

防止に加えて、長寿命化を期待でき、最終的には

地球温暖化の防止につながります。

　県では、全信号機をLED化することを目標に、

平成18年度から積極的に導入を推進しています。

LED信号機整備数

　平成30年３月末現在、全信号機4,219か所の

うち、2,377か所を整備しており、平成25年度

以降の推移は、図2－1－1－5のとおりです。

（平成29年度整備数　125か所）

６　　環境対応型県営住宅の整備　【住宅政策課】

７　　道路照明のLED化・長寿命化計画の推進　【道路管理課】

８　　LED式の信号灯器の導入　【（警）交通規制課】

0
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5千
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30%
40%
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70%

H25 H26 H27 H28

全信号機 LED信号機 整備率

H29

図2－1－1－5　LED信号機整備状況

年度
区分 25 26 27 28 29

全信号機 4,031 4,078 4,140 4,190 4,219

LED信号機 1,812 2,006 2,131 2,252 2,377

整備率 45.0% 49.2% 51.5% 53.7% 56.3%

省エネに関する対策がありますが、住宅の省エネ

ルギー対策は、そのほとんどが県民が主体的に行

う行為への支援となることから、まずは県民に省

エネについて知ってもらうことが重要です。

　県では、群馬県住宅供給公社内の「ぐんま住ま

いの相談センター」において、省エネルギー対策

に関する情報を周知するとともに、県民が自分で

環境性能を計測できる「多機能環境テスター」の

貸出しなどを行っています。
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　「群馬県地球温暖化防止条例」では、温室効果

ガスの排出を抑制するため、自動車を使用する人

に対し、エコドライブ及びアイドリングストップ

に努めることを求めています。

　このため、運輸団体、経済団体、自動車関連団

体、行政等が連携して「群馬県エコドライブ普及

推進協議会」（平成22年９月17日設立）を運営し、

環境に配慮した運転であるエコドライブの普及に

取り組んでいます。

　「群馬県エコドライブ普及推進協議会」では、

エコドライブの普及・啓発活動や、ＷＥＢサイト

の運営のほか、社内エコドライブ推進体制の整

備・維持のための支援を実施しています。平成

29年度はグリーンエコフェスティバル、エコド

ライブ講習会を開催し、エコドライブの推進・実

践を呼びかけました。グリーンエコフェスティバ

ルには約500名、エコドライブ講習会には32名

が参加しました。

１　　エコドライブ普及推進協議会の運営　【環境エネルギー課】

第３項　自動車交通対策の推進

　平成29年度末で県内の電気自動車（EV）の登

録数は1,870台、プラグインハイブリッド車

（PHV）は1,745台となるなど、次世代自動車は

着実にその数を増やしています。

　平成29年度は、「群馬県電気自動車等普及推進

連絡協議会」において、ＥＶ等の試乗会等（２回）

を実施しました。また、県内の電気自動車充電器

について、401か所（県が把握する一般公開して

いるもの）が設置済みです。

　水素を燃料とする燃料電池自動車（FCV）は、

走行により排出するのは水のみであり、従来のガ

ソリン車等と比べると二酸化炭素の排出削減が期

待できます。また再生可能エネルギーにより生成

した水素を用いた場合、将来的な削減ポテンシャ

ルは大きいと考えられます。平成27年度に行政・

水素エネルギー関係事業者・自動車メーカー・関

係団体等からなる協議会を設置し、普及に向けた

課題について協議・検討・共通理解を深めるとと

もに、セミナーを開催して機運の醸成を図りまし

た。

２　　次世代自動車の普及推進　【環境エネルギー課】

表2－1－1－8　次世代自動車の県内普及状況 （単位:台）

 年度
区分 25 26 27 28 29

ＥＶ 827 1,110 1,308 1,480 1,870

ＰＨＶ 600 799 1,007 1,166 1,745

天然ガス車 216 205 183 161 116

ハイブリッド車 82,103 102,318 121,765 143,557 164,023

計 83,746 104,432 124,263 146,364 167,754

　自動車保有率の高い本県において、自動車から

排出される温室効果ガスの削減を進めるため、積

極的に次世代自動車等（電気自動車、ハイブリッ

ド自動車、クリーンディーゼル自動車等）の導入

を進めていく必要があります。

　県では公用車における次世代自動車等の率先導

入を推進しています。具体的には、各課の公用車

更新要望について「エコカー協議」を実施し、原

則全ての更新車両を「エコカー（次世代自動車、

低燃費低排出ガス車）」としています。

　過去５年間の次世代自動車導入実績については

表2－1－1－9のとおりです。

３　　公用車への次世代自動車等の導入　【環境エネルギー課】
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表2－1－1－9　公用車における次世代自動車の導入状況 （単位:台）

 年度
区分

25 26 27 28 29

次世代自動車

電気自動車 0 0 1 0 0

天然ガス自動車 0 0 1 2 0

ハイブリッド自動車 0 7 8 11 23

クリーンディーゼル自動車 2 1 1 0 0

次世代自動車　小計 2 8 11 13 23

次世代自動車以外
（低燃費･低排出ガス車含む）

96 81 119 96 78

合計 98 89 130 109 101

　本県の運輸部門全体からの二酸化炭素排出量は、

平成19年から26年までの７年間で約4.7％減少

していますが、二酸化炭素排出量のうち、運輸部

門の占める割合は約28％（平成26年）と全国平

均の約17％（平成26年）と比較して高い水準と

なっています。

　「群馬県地球温暖化対策実行計画」に基づく二

酸化炭素排出量の削減目標を達成するには、一人

ひとりの行動を「過度に自家用車に頼る暮らし」

から「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」

へと転換することが必要不可欠です。

　そのためには、鉄道やバスなど公共交通を使い

やすくするとともに、駅周辺など“まちなか”の

魅力を向上させることで、「自動車以外の移動手段」

も選択できる社会の実現を図る取組が重要です。

　平成29年度に策定した「群馬県交通まちづく

り戦略」では、群馬県が目指す「多様な移動手段

の確保」を実現するため、「地域的な暮らしの足の

確保」、「基幹公共交通軸の強化・快適化」、「まちの

まとまりの形成」の３つの基本方針に基づき、様々

な公共交通やまちづくりに関する取組を進めてい

ます。

　広域的・幹線的なバス路線を維持するため、赤

字の生活交通路線を運行しているバス事業者を対

象に、運行費と車両減価償却費等について補助を

行っています。

　県民の日常生活に必要な交通手段を確保するた

め、バス運行を行う市町村等に対して、市町村等

が負担した運行費や車両購入費の補助を行うほか、

市町村が行う効率的な運行方法の導入に係る試験

運行を支援しています。

　県内の中小私鉄（上毛電気鉄道㈱、上信電鉄㈱、

わたらせ渓谷鐵道㈱）に対して、沿線市町村とと

もに、安全対策等のための設備整備費用や鉄道基

盤設備の維持費用を補助しています。

　また、鉄道利用促進に向け、駅の利便性向上を

図るため、鉄道事業者及び市町村に対し、駅のバ

リアフリー化等の整備を支援しています。

４　　「群馬県交通まちづくり戦略」推進　【交通政策課】

５　　地方バス路線対策　【交通政策課】

６　　市町村乗合バス振興対策　【交通政策課】

７　　中小私鉄振興対策　【交通政策課】
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■公共交通利用によるCO2排出量削減
　公共交通を利用することは、二酸化炭素の排出
量削減にもつながります。１人を１㎞運ぶのに排
出する二酸化炭素は、自家用乗用車が141g-CO2
／人･㎞であるのに比べ、バスは67g-CO2／人･㎞、
鉄道は20g-CO2／人・㎞と、非常に少なくなって
います。
　また、１世帯が１年間で削減できる二酸化炭素
排出量は、「テレビを60分消す」は13㎏、「冷房を１
℃調節する」は32㎏である一方、「１日10分クルマ
を控える」では、410㎏も削減できるなど、自動
車を控えて公共交通を利用することは、二酸化炭
素の排出量抑制に大きな効果があります。

図１　1人を1㎞運ぶのに排出するCO2

図２　１世帯が１年間で削減できるCO2排出量

■群馬県の公共交通利用割合はわずか2.8%
　しかし、人口あたり保有自動車数が全国１位と
なっている自動車王国の群馬県では、公共交通の
利用割合が年々減少しています。
　平成27、28年度に実施した群馬県パーソントリ
ップ調査結果では、自動車を使って移動した人の
割合は約78％である一方、鉄道は2.5%、バスは
0.3%しか利用していなく、22年前の調査からも
約３割減少するなど、公共交通での移動が極めて
少なくなっています。

図３　代表交通手段構成比

　また、移動距離別の交通手段をみると、100m
未満の移動でも４人に１人は自動車を利用してお
り、日常的な買い物・通院・私事活動が行われる
３㎞以内の移動では約９割に達するなど、過度に
自動車に依存した生活となっています。

図４　距離帯別の代表交通手段構成比

■群馬県交通まちづくり戦略
　今後、人口減少が本格化し、公共交通を利用す
る人が減り続けると、鉄道やバス路線を維持する
ことさえ難しくなり、自動車を運転できない県民
の移動手段がなくなっていくおそれがあることか
ら、平成29年度に「群馬県交通まちづくり戦略」
を策定しました。
　この戦略は、住宅や施設が郊外に立地するなど、
まちが広がることで、公共交通が使いにくくなっ
ていることに着目し、公共交通と“まちづくり”
の対策を一体的に取り組むものです。

図５　自動車依存で公共交通がますます不便に

　駅のバリアフリー化や、バス停環境の整備、イ
ンターネット等による「経路検索」の充実など、
公共交通を便利にすることで自動車利用からの転
換を促すとともに、公共交通沿線への公共施設や
住宅の立地誘導や、駅周辺の魅力向上など、自動
車に依存しない生活ができる“まちづくり”を目
指します。
　このような取組で、自分で運転ができない高校
生や高齢者でも暮らしやすい「自動車以外の移動
手段」も選択できる社会と、CO2排出量を抑制し
た地球環境にもやさしい“まち”の実現を目指し
ます。

公共交通の利用による二酸化炭素排出量の抑制コラム

g-CO2／人・㎞（2016年度）

１年間あたりのCO2削減量（㎏）
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　自転車は、排気ガスを出さず、クリーンかつエ

ネルギー効率の高い交通手段です。

　そのため、県では、自転車利用を推奨していま

すが、交通ルールやマナーを守りながら、もっと

自転車が安全に通行できる空間整備が必要です。

　そこで、前橋市と高崎市、太田市、桐生市の４

市にある12のモデル地区において、県と市によ

り路面表示による自転車通行空間整備の試験施工

を進めています。今後は、試験施工箇所の検証デ

ータを収集・分析し、県内の道路事情に合った基

準を作り、サイクリングロードとともに、自転車

利用が安全で安心して利用できる環境を整備して

いきます。

　また、サイクリングロードマップの作成・配布

を通して自転車利用の魅力を情報発信するととも

に、利用者の視点で自転車利用の促進を図るため、

平成17年４月に組織した「サイクルツアー応援

隊」（県民ボランティア）と協働して、自転車道

の点検などの様々な取組を進めていきます。

　円滑な移動を確保するため、「まちのまとまり」

や地域間を結ぶ道路ネットワークの整備とともに、

市街地の渋滞対策や快適な歩行空間の確保に向け

た道路整備を推進します。

　これにより、道路の走行性･安全性が向上する

とともに、地域間の速達性が向上することで、自

動車からの排気ガスが削減され、地球温暖化防止

に貢献しています。

　平成29年度は、道路改良や交差点改良、歩道

の整備等を実施しました。

10　　安全な自転車利用の環境整備推進　【道路管理課】

９　　「まちのまとまり」をつなぐ道路の整備　【道路整備課、道路管理課】

　県では、高速交通網の効果を県内全ての地域や

産業の発展に活かせるよう高速交通網を補完する

「７つの交通軸」の整備・強化を推進しています。

　バイパス整備や道路拡幅により渋滞が解消され、

道路交通がスムーズになり安全性が向上するほか、

自動車からの排気ガスが削減されることで地球温

暖化防止に貢献できます。

　平成29年度供用開始の主な箇所は次のとおり

です。

①国道354号板倉北川辺バイパス

②県道大間々世良田線バイパス

　（笠懸藪塚工区）  

③国道254号バイパス

８　　「７つの交通軸」の整備･強化　【道路整備課】
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　森林破壊、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、

海洋汚染など地球環境問題への対応が大きな課題

となり、企業の環境問題への取組についても大き

な関心が寄せられています。こうした中で、環境

マネジメントシステムである国際規格ISO14001

は、国際競争上、重要となり、大企業を中心に認

証取得が進んでいます。また、中小企業において

も、内外の取引先を開拓していく上で、認証取得

が非常に重要となってきています。

（1）認証取得の状況

　平成８年に規格が発行し、我が国の審査登録件

数は、平成30年５月９日現在で18,097件となり

ました。（群馬県：358件）

　産業分野別の状況では、建設が14.34％、以下

基礎金属・加工金属製品14.27％、卸売業・小売

業並びに自動車・オートバイ・個人所持品及び家

財道具の修理業9.36％と続きます。最近の動向

としては、特定業種だけでなく、自治体、商社、

病院、銀行等、サービス業をはじめとした幅広い

業種に広がりを見せています。

【（公財）日本適合性認定協会調べ】

（2）ISO14001認証取得支援

　中小企業においては資金面や人材面が十分とは

いえず、ISO14001認証取得への取組は遅れてい

る状況にあります。

　このため、本県では、中小企業パワーアップ資

金など制度融資により、資金面での支援を行うと

ともに、（公財）群馬県産業支援機構では経営総合

相談窓口において専門のマネージャーによる相談

や、登録専門家によるコンサルティングなどの支

援を行っています。

２　　ISO14001＊４認証取得支援　【商政課】

表2－1－1－10　群馬県内におけるエコアクション21認証・登録者数の推移

 年度
区分 25 26 27 28 29

エコアクション21認証・登録者数 212 205 211 212 233

認証・登録支援事業参加者の
認証・登録状況

－ 4 － 8
今後、認証・
登録予定

＊４ ISO14001:ISO14000シリーズは、国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）が定めている環境管理シ
ステム規格で、1996年９月に発行しました。ISO14001は、このシリーズの中核となる環境マネジメントシステムの仕様及び利用の手引き
です。このほか、環境監査の指針、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント、用語と定義などの規格があります。

ア　エコアクション21とは

　全ての事業者が、環境への取組を効果的、効

率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組

みを作り、取組を行い、それらを継続的に改善

し、結果を公表するための方法について、環境

省が策定したエコアクション21ガイドライン

に基づき取組を行う事業者を、審査し、認証・

登録する制度が、エコアクション21認証・登

録制度です。

イ　認証・登録状況

　全国で7,946件、群馬県では、233件（平成

30年３月31日現在）の認証・登録があります。

【エコアクション21中央事務局ホームページより】

ウ 　「エコアクション21認証・登録支援事業（自

治体イニシアティブ）」

　平成23年度から環境ＧＳ認定事業者を対象

として、県とエコアクション21地域事務局が

協力して「無料集合コンサルティング」を実施

し、エコアクション21認証・登録を目指す事

業者を支援しています。

　平成28年度は９事業者、平成29年度は７事

業者が参加しました。うち、平成28年度は８

事業者が、エコアクション21に認証･登録され

ました。平成29年度の参加事業者は、現在審

査中につき、今後、認証･登録予定となってい

ます。

１　　エコアクション21認証登録支援　【環境エネルギー課】

第４項　県民による自主的取組の促進
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　地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づき県知事が委嘱して

おり、地域において、地球温暖化の現状や地球温

暖化対策の重要性などの普及啓発を草の根的に推

進するため、県や市町村と協働して活動していま

す。

【活動事例】

○群馬県地球温暖化防止活動推進センターの「出

前講座」講師を務める

○県や市町村主催の研修会や講演会に参加し、得

た知識を日頃の環境活動に活かす

○温暖化防止に関する各種資料やパンフレットを

配布し、普及啓発に努める

○市町村主催の環境セミナー等で講師、リーダー、

アドバイザーを務める

○市町村主催のイベントで、パネル展示や体験ブー

スを設置するなど、温暖化に関する出展をする

○環境にやさしい買い物スタイルの普及活動をする

表2－1－1－11　地球温暖化防止活動推進員の委嘱人数

委嘱日 人　数

平成16年２月17日 10人

平成17年９月28日 102人

平成19年５月25日 200人

平成21年５月26日 230人

平成23年５月24日 229人

平成25年５月21日 205人

平成27年５月19日 202人

平成29年５月16日 144人

※任期：原則２年間

２　　群馬県地球温暖化防止活動推進員の活動推進　【環境エネルギー課】

　地球温暖化防止活動推進センターは、「地球温暖

化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖

化の現状に関する情報提供や、温暖化対策の普及

啓発を行う拠点として平成17年５月に設置され

ました。

　県では、「ＮＰＯ法人地球温暖化防止ぐんま県民

会議」が、県知事によってセンターに指定されて

います。

　センターでは、次の業務等を行っています。

・地球温暖化対策に関する出前講座への地球温

暖化防止活動推進員の派遣

・地球温暖化防止活動を行う民間団体の支援

・日常生活における温室効果ガスを減らす工夫

についての質問・相談対応

・環境ＧＳ認定事業者への支援事業

【群馬県地球温暖化防止活動推進センター】

〒371－0854

前橋市大渡町1-10-7　（県公社総合ビル５階）

　電　話：027－289－5944

　ＦＡＸ：027－289－5945

　E-mail：info@gccca.jp

　ＵＲＬ：http://www.gccca.jp/

第５項　県民や民間団体の温暖化防止活動の促進

１　　群馬県地球温暖化防止活動推進センターの活動推進　【環境エネルギー課】
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